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第１ 研究開発評価の基本的な考え方

１ 本指針の位置付け

研究開発評価を行うに当たっては、本指針に従うとともに、国の研究

開発評価に関する大綱的指針（平成２０年１０月３１日内閣総理大臣決

定。以下「大綱的指針」という。）の趣旨に沿った適切な評価を行い、

かつ、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６

号）に基づく政策評価と整合を図るものとする。

２ 防衛省における研究開発の特性

防衛省における研究開発は、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、

航空自衛隊又は情報本部（以下「各自衛隊等」という。）で使用される

装備品等に関し実施しており、次に示すとおり、広く科学技術の発展の

ために行われている他省庁、独立行政法人等の研究開発とは異なった性

格を持っている。

(1) 使用者が明確

研究開発の成果は各自衛隊等における装備品等の質的向上に資する

ことが最終的な目的であることから、研究開発の成果の使用者が各自

衛隊等に限定されている。

(2) 特殊な目標設定

特に、技術開発においては、各自衛隊等からの要求に基づき、数年

から１０数年後には各自衛隊等で使用されることを想定した装備品等

の設計、試作及び試験を行っていることから、その目標は高度かつ特

殊であることが多い。

(3) 広範多岐な対象技術領域

研究開発の対象とする技術分野は、例えば、航空機等の大型システ

ムから個人装具に至るまで、非常に広範多岐にわたっている。

(4) 多様な研究開発段階

各自衛隊等の要求により実施される装備品等の技術開発から、技術

研究本部独自の発意に基づく比較的遠い将来に向けた基礎的研究、軽

易な改善を目的とする研究改善まで様々な段階の研究開発が存在して



いる。

(5) 外部の専門家の制約

装備品等に用いられる技術は、分野によっては特殊性が強いために

評価の客観性が担保できる外部の専門家が必ずしも存在するものでは

ない。

３ 研究開発評価の基本理念

防衛省の政策目的に合致した研究開発がなされるように、実効性及び

継続性が確保され、かつ、前項の防衛省の特性を踏まえつつ、最大限、

客観性及び透明性が確保された評価を行うことが適切である。また、民

間の先端技術の進展や防衛上・運用上の環境変化を的確に捉え適時・適

切な評価を行うことによって先進的な装備を提供できるようにするべき

である。これらの点を踏まえた研究開発評価の基本的考え方は、次のと

おりである。

(1) 実効性の確保

防衛力整備の目標と整合を図った評価が実施されるよう、研究開発

の実施の観点だけではなく、防衛力整備全体の観点からの評価及びそ

の評価を研究開発に反映させることにより、評価の実効性を確保する。

(2) 継続性の確保

個々の評価結果を研究開発実施に対して、繰り返し反映できる枠組

を確保することにより、継続性のある評価方法で評価を行うものとす

る。

(3) 客観性の確保

評価の実施に当たっては、技術評価委員会による審議を基本とする

が、秘密の保全に十分留意しつつ可能な限り外部の専門家による意見

を聴くものとする。

(4) 透明性の確保

評価基準や評価項目をあらかじめ明確に定めるとともに、評価の内

容を可能な限り公開する。



第２ 研究開発評価の実施

１ 研究開発評価の類型

研究開発評価は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろにより実施するものとする。

(1) 事業評価

事業評価の対象範囲は、装備品等の研究開発に関する訓令（以下

「訓令」という。）第２条第１号に規定する装備品等の研究開発とす

る。ただし、技術研究のうち研究総経費（評価時点における試作品費

の総経費をいう。）が１０億円未満の技術研究項目（重要技術研究を

除く。）及び自隊研究（重要自隊研究を除く。）については評価の対

象外とする。

個々の装備品等の研究開発の妥当性を、事前、中間、事後及び追跡

の各段階において評価する。

なお、各段階における評価においては、相互運用性等の統合運用を

円滑にするための観点を踏まえるほか、次の観点について留意するも

のとする。

ア 目標評価（防衛力整備の観点を中心とした目標の適正性の評価を

いう。以下同じ。）

装備品等の研究開発の対象となる装備品等の運用構想とこれに基

づく装備構想、要求性能等の様々な目標が、防衛力整備の観点から

合理的かつ効率的に設定されているか否かについての評価

イ 技術評価（目標達成のための技術的実施手段の適正性の評価をい

う。以下同じ。）

設定された目標を実現するに当たり、技術的観点から効率的かつ

効果的な対応が成されているか否かについての評価

(2) 分野別評価

事業評価の対象となる複数の研究開発項目を、分野ごと（例えば、

無人機関連技術、ＮＢＣ関連技術等）に一定期間で取りまとめ、その

技術的達成度等をふかん的な視点から評価することにより、技術分野



ごとの取り組み状況を把握し、もって、じ後の中長期計画立案の資と

する。

(3) 機関評価

研究開発機関等における業務内容、研究試験の実施状況等を把握し、

研究分野の設定方法及び研究体制の妥当性等を評価する。

(4) 制度評価

防衛省における研究開発に関する制度の運営状況等を把握し、じ後

の研究開発制度の見直しの資とすることを目的とし、制度の創設、改

善変更等の妥当性等を評価する。

２ 研究開発評価の体制

前項の各種評価については、防衛省における研究開発の特性を踏まえ、

評価を実施する主体（以下「評価実施主体」という。）が実施する評価

を基本とするが、可能な範囲で積極的に外部の専門家の意見を聴取する

ものとする。また、評価に当たっては、十分な人員及び予算を確保し、

次のとおり評価体制の整備を図るものとする。

(1) 部内評価

ア 評価実施主体

各自衛隊等要求の技術研究開発及び重要自隊研究に関する事前評

価については、装備品等の研究開発着手の妥当性について、目標評

価が最も重要となることから、防衛政策局防衛計画課が評価実施主

体の中心となり実施する。その際、情報本部要求の技術研究開発に

関するものについては防衛政策局調査課が必要な協力を行う。また、

経理装備局における研究開発評価の対象に係る事務を所掌する課又

は技術計画官は、経費見積を含む技術評価に関して防衛政策局の評

価の実施に必要な協力を行う。

各自衛隊等要求の技術研究開発及び重要自隊研究に関する事前評

価以外の評価については、装備品等の研究開発の実施段階における

技術評価が主体となることから、経理装備局における研究開発評価

の対象に係る事務を所掌する課又は技術計画官が評価実施主体の中

心となり評価を実施する。その際、必要に応じて実施する目標評価



については、防衛政策局防衛計画課及び調査課が必要な協力を行う。

イ 技術評価委員会の構成及び役割

(ｱ) 訓令第２９条の２に定める技術評価委員会を構成する委員（以

下「評価委員」という。）は、次のとおりとし、評価対象である

研究開発項目が衛生資材に関するものである場合には衛生監を評

価委員として加えるものとする。

なお、被評価主体に属する者は評価委員としてではなく、被評

価主体として審議に参画するものとする。

技術監、事務次官、大臣官房長、防衛政策局長、経理装備局長、

、統合幕総合取得改革の推進に関することを総括整理する審議官

僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、技術

研究本部長及び装備施設本部長

(ｲ) 技術評価委員会は、評価実施主体が実施した評価の付議を受け、

これを妥当と認めるときは承認を議決する。また、技術評価委員

会は、技術開発完了後の装備品等については、ライフサイクルコ

スト削減を中心とした観点のみならず、広く装備品等を効率的に

改善改良するといった観点から必要に応じて、フォローアップ事

業を起こすことに関する各自衛隊等又は技術研究本部への勧告等

を行えるものとする。

(ｳ) 技術評価委員会の議事については、議事録を作成するものとす

る。

ウ 技術評価委員会調整部会の設置

(ｱ) 技術評価委員会に、調整部会を置く。

(ｲ) 調整部会は、部会長及び委員をもって構成する。

(ｳ) 部会長は、技術監をもって充てる。

(ｴ) 調整部会を構成する委員（以下「調整部会員」という。）は、

次のとおりとし、評価対象項目が衛生資材に関するものである場

合には衛生監を、指揮通信に関するものである場合には統合幕僚

監部指揮通信システム部長を、それぞれ調整部会員として加える

ものとする。



なお、被評価主体に属する者は調整部会員としてではなく被評

価主体として審議に参画するものとする。また、評価対象項目が

特定の各自衛隊等に係る装備品等に関するものである場合には、

他の各自衛隊等の調整部会員の出席を必ずしも要しないものとす

る。

防衛政策局次長、統合幕僚監部防衛計画部長、統合幕僚監部首

席後方補給官、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備部長、

海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備部長、海上幕僚監部技

術部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備部長、航空幕

僚監部技術部長、情報本部長が指定した情報官、技術研究本部技

術企画部長、技術研究本部事業監理部長、技術研究本部研究開発

評価官及び装備施設本部副本部長（管理担当及び評価対象項目に

係る事務を所掌する副本部長）。

(ｵ) 部会長は、技術評価委員会の議案について、あらかじめ審議す

るため調整部会を招集し、これを主宰するものとする。

エ 技術評価委員会評価部会の設置

(ｱ) 技術評価委員会に、評価部会を置く。

(ｲ) 評価部会は、部会長及び委員をもって構成する。

(ｳ) 部会長は、防衛政策局防衛計画課が中心となり評価を実施する

事項に関しては防衛政策局防衛計画課長をもって、その他の事項

に関しては経理装備局における研究開発評価の対象に係る事務を

所掌する課長又は技術計画官をもって充てる。

(ｴ) 評価部会を構成する委員（以下「評価部会員」という。）は、

次のとおりとし、評価対象項目が情報本部要求のものである場合

には防衛政策局調査課長を、衛生資材に関するものである場合に

は人事教育局衛生官を、指揮通信に関するものである場合には統

合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課長を、そ

れぞれ評価部会員として加えるものとする。

なお、評価実施主体の中心となる課等の長は評価部会員として

ではなく評価部会長として審議に参画し、被評価主体に属する者



は評価部会員としてではなく被評価主体として審議に参画するも

のとする。また、評価対象項目が特定の各自衛隊等に係る装備品

等に関するものである場合には、他の各自衛隊等の評価部会員の

出席を必ずしも要しないものとする。

大臣官房文書課長、大臣官房企画評価課長、防衛政策局防衛政

策課長、防衛政策局防衛計画課長、経理装備局会計課長、経理装

備局装備政策課長、経理装備局技術計画官、経理装備局の課長及

び室長（評価対象項目に係る事務を所掌する課長及び室長に限

る。）、統合幕僚監部防衛計画部計画課長、統合幕僚監部首席後

方補給官付後方補給官、陸上幕僚監部防衛部防衛課長、陸上幕僚

監部防衛部情報通信・研究課長、陸上幕僚監部装備部開発課長、

海上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛部装備体系課長、

海上幕僚監部装備部装備需品課長、海上幕僚監部技術部技術課長、

航空幕僚監部防衛部防衛課長、航空幕僚監部防衛部装備体系課長、

航空幕僚監部装備部装備課長、航空幕僚監部技術部技術課長、情

報本部計画部長が指名する課長、情報本部電波部長が指名する課

長、技術研究本部技術企画部企画課長、技術研究本部事業監理部

管理課長、技術研究本部事業監理部計画官、技術研究本部研究開

発評価官付上席評価管理官及び装備施設本部の課長（企画調整課

長及び評価対象項目に係る事務を所掌する課長）

(ｵ) 部会長は、議案について審議するため必要に応じて評価部会を

招集し、これを主宰するものとする。

(ｶ) 部会長は、評価部会で取りまとめた評価結果を委員長に報告す

るものとする。委員長は、評価部会の議案が、教育及び訓練用器

材並びに試験及び研究用器材に係るものを除く各自衛隊等要求の

研究開発項目であり、予算要求を必要とする事前及び中間段階の

事業評価又は制度評価である場合を除き、評価部会の議決をもっ

て技術評価委員会の議決とすることができる。委員長が必要と認

めた場合、報告された議案について技術評価委員会で審議するも

のとする。



オ 関係職員の出席等

委員長、調整部会長又は評価部会長は、必要があると認めるとき

は、関係の職員を技術評価委員会、調整部会又は評価部会に参加さ

せることができる。

(2) 外部評価

ア 外部評価の基本的な考え方

大綱的指針においては、「外部の専門家を評価者とする外部評価

により実施する」とされており、大綱的指針の対象とする国の研究

開発の範囲は、国費によって実施される研究開発全般であり、防衛

省における装備品等の研究開発も基本的には例外ではない。しかし

ながら、大綱的指針は、基本的な事項について整理したものであり、

評価を実施する主体がその特性や研究開発の性格に応じて、それぞ

れに適した評価を行うことが必要であるとされていること、評価結

果の公開等についても国家安全保障等に十分配慮することとされて

おり、防衛省の装備品等の研究開発の特性への配慮はなされている。

こうした点を踏まえつつ、防衛省の装備品等の研究開発の特性を

考慮した外部評価の基本的考え方は、次のとおりである。

技術研究開発に対しての最終的な評価、即ち装備品等として部隊

の使用に供し得るか否かについての判断は使用者たる各自衛隊等が

行うことは言うまでもない。また、技術的観点からの評価について

も技術評価委員会における審議等を通じて各自衛隊等が積極的な参

画をすることが客観性の確保からも適切である。

なお、技術研究開発であって技術的観点からの評価が主体となる

ものについて、十分な技術的知見を有し、評価の客観性が担保でき

る外部の専門家が存在する場合には、その視点を活用することとす

る。

イ 評価対象

外部の専門家による意見の聴取は、技術的観点からの評価につい

て実施されることから、技術評価が中心となる中間評価及び事後評



価について導入するものとする。また、対象の候補となる技術研究

開発項目としては高度の秘密保全が求められるもの以外すべて（研

究活動に支障のない範囲）とする。

ウ 実施体制

外部の専門家による意見の聴取は、技術的観点からの評価を行う

という性格から、技術研究本部に、組織として独立性を確保した外

部の専門家からなる委員会を設置して行うものとする。

３ 研究開発評価の基準

個々の研究開発評価の基準は、評価対象、評価類型及び評価の観点に

よって大きく異なることから、評価の目的に応じて事前に設定すること

を原則とする。

４ 研究開発評価の結果等の取扱い及び開示の在り方

研究開発評価の結果については、評価の目的に照らして適切に活用さ

れなければならない。特に、研究開発事業の評価については、当該事業

に対する資源配分に適切に反映される必要がある。

評価項目、評価基準及び評価結果については、原則的に開示を行う。

開示に当たっては、大綱的指針に示されているように、個人情報、企業

秘密の保護、国家安全保障及び知的財産権の取得状況等に十分配慮しな

ければならない。

第３ 研究開発評価における留意事項

１ 評価実施主体と被評価主体の関係

研究開発評価作業の効果的な実施に当たっては、評価実施主体と被評

価主体が有する情報と知見を積極的に提供し合うという協調関係と、評

価実施主体もその評価能力を評価されるという意味での緊張関係を構築

し、双方が意見を述べ合いながら評価を確定していく必要がある。

その過程において、被評価主体が、評価対象とされた事業及び制度に

ついて、全体の中での位置付けを明確に意識するとともに、評価の内容

を正確に理解し、評価結果を確実にその後の施策の企画立案に反映させ



ていくものとする。

２ 評価者の確保・育成

評価者の確保のためには、研究開発評価を恒常的に実施することが必

要不可欠であり、評価を実施するものとしてこれに努めていくことが求

められる。また、評価者の質の向上のため、適切な措置を講じていくこ

とが重要である。

３ 評価手法の向上

装備品等の研究開発評価は、評価時点では見通し得なかった技術や社

会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で、常に不確実性を伴うも

のである。したがって、評価実施主体は、その不確実性を認識した上で、

評価時点で最良と考えられる評価手法を取るよう努めることが必要であ

る。

４ その他の留意事項

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、失敗から貴重な教訓が得ら

れることもある。したがって、失敗した場合には、まず、その原因を究

明し、その後の研究開発にこれを生かすことが重要であり、成果が上が

らなかったことをもって短絡的に従事した研究者や機関を否定的に見る

べきではない。特に、評価が独創的な研究開発の阻害要因とならないよ

う留意する必要がある。

第４ 雑則

１ 本指針の実施要領

本指針の実施要領については、経理装備局長が定めるものとする。

２ 本指針の見直し

本指針については、評価の実施の成果を踏まえ、必要に応じ、見直し

を行うものとする。


